
「渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する協議」 必要書類フローチャート

◆狭あい道路拡幅整備は、建築主や建築物の規模によって整備方法が異なります。

建築主が個人、
又は中小企業※１で
ある。

建築主が※１以外
の大企業、学校法
人、宗教法人等、
あるいは宅地建物
取引業者※2であ
る。

※１ 中小企業基本法第２条第１項
に定められた会社

建築物の
延べ面積が
５００㎡未満
である。
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※４ 自主整備工事完了届（別記第１１号様式）は工事完了後に提出。
※５ ⑦外構図と同じで可。整備対象が私道の場合は、舗装の構造図（断面図）を記載。

添付書類 A

添付書類 B

添付書類 C

添付書類 D※４

添付書類 E※４

添付書類 F※４

＜共通書類＞ ①狭あい道路拡幅整備事前協議等協議書（別記第１号様式） ②委任状 ③案内図 ④公図

⑤現況図（道路相談済スタンプ付） ⑥現場写真 ⑦外構図 ⑧登記事項全部証明書（土地）

⑨拡幅整備工事承諾書（別記第２号様式） ⑩寄付意思確認書兼無償使用承諾書（別記第３号様式）

⑪測量に関する依頼書

⑨拡幅整備工事承諾書（別記第２号様式） ⑩無償使用承諾書（別記第４号様式）

⑨拡幅整備工事承諾書（別記第２号様式）

⑨寄付意思確認書兼無償使用承諾書（別記第３号様式） ⑩自主整備計画書（別記第１０号様式）＋整備
計画図※５

⑨無償使用承諾書（別記第４号様式） ⑩自主整備計画書（別記第１０号様式）＋整備計画図※５

⑨自主整備計画書（別記第１０号様式）＋整備計画図※５ 

◆下記の必要書類（共通書類＋添付書類A～F）を正副２部、下記の順番に並べてご提出ください。

添付書類A

添付書類D

添付書類F

は い いいえ

凡 例

法第42条第2項道路や現況幅
員4ｍ未満の位置指定道路等に
接する敷地で建築計画を予定

建築課 調査係
中心線の位置や道路後退線、
道路終端等の判定（道路相談）

道路課 狭あい道路整備係
区条例に基づく
狭あい道路拡幅整備事前協議

建築確認申請

◆必要書類は建築確認申請を行う３０日前までに提出してください。

※2 販売又は賃貸のための建築
等を行う場合

※３ 抵当権等の設定がある場合
は寄付までに外してください。
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